
 
 

 

アジア拠点化・対日投資促進会議運営要領 

 

アジア拠点化・対日投資促進会議（以下「会議」という。）の運営については、

この運営要領の定めることによるものとする。 

 

１．議長は、会議の事務を掌理する。 

 

２．議事は、非公開とする。 

 

３．会議の配布資料及び議事要旨は、原則として、公表する。 

 


